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経済・雇⽤

2 0 1 9 年 1 1 ⽉ 1 5 ⽇

ソフトバンクグループの租税回避から考える
「脱税」と「節税」の中間に位置するグレーな租税回避⾏為への対策
が急務だ
森信茂樹  東京財団政策研究所研究主幹・中央⼤学法科⼤学院特任教授

違法ではない「⼈為的な損失」

 ソフトバンクグループ（ S B G）の租税回避がマスコミで⼤きく取り上げられて
いる。

 報道によると、 S B Gは、海外⼦会社の株式をグループ内で移動させ、「意図的
に」巨額の損失を作り出す⼿⼝で租税回避を⾏っていたと報じられている（ 1 0⽉
1 9⽇、 2 4⽇付⽇経新聞、 1 0⽉ 2 4⽇付 S a n k e i B i z）。

 現在税制当局では、こうした「抜け道」をふさぐための法令改正を検討中であ
る。

 S B Gの租税回避のスキームは、平成 2 8年 9⽉に 3兆 3千億円で買収した英半導体
開発⼤⼿「アーム・ホールディングス（アームH D）」を活⽤したものである。

 S B Gが、⼦会社アーム H Dの保有する「アーム・リミテッド」の株式の約 7 5％
を配当として取得する。その結果アーム H Dの企業価値は⼤きく減価する。次に
減価したアーム H Dの株式の⼤半を、同じく S B Gの⼦会社である「ソフトバン
ク・ビジョン・ファンド」に譲渡する。この結果 S B Gは、受け取った配当は⾮課
税になる⼀⽅で、多額の損失（譲渡損）を計上できる。

 この⼀連の取引には、どこにも違法な私法上の取引はない。

 ⼀⽅で、取引全体として⾒れば、「⼈為的な」損失を作り、それを通常の利益
と相殺させ、税負担を⼤幅に低下することを可能にしたとも⾒える。株式をグ
ループ内で移動させただけで、グループ全体としてみれば、実態は何も変わって
いないことがそれを裏付ける。

質問者を指名するソフトバンクグループの孫正義会⻑兼社⻑＝ 2 0 1 9年 1 1⽉ 6⽇、東
京都中央区

欧⽶の租税回避対策

 このような S B Gの取引は、違法である脱税と合法である節税の中間に位置す
る、グレーな租税回避⾏為である。
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 これに対し、同族会社（今回の S B Gや I B M事件など）や組織再編（ヤフー事件
など）の場合には、それぞれ個別に税効果を否認できる規定があるのだが、法律
上の⽂⾔が抽象的（不当に税を軽減する場合）で、その解釈を巡って裁判所の判
断も統⼀されておらず、納税者にとって、経済取引の予⾒可能性や法的安定性が
⽋けるという問題が⽣じている。

 また、りそな銀⾏事件では、同族会社ではないので、個別否認規定は適⽤され
ず、「濫⽤」ということで否認された。しかしこのような法律上の根拠のない否
認は、そもそも憲法に定める租税法律主義に違反するという⼤きな問題を⽣じさ
せている。

 このような取引に対して、わが国を除く G 7諸国は、適⽤要件を明確にした上
で、包括的にその取引の税効果を否認できる⼀般否認規定（ G A A R）を導⼊し
て、租税回避のけん制も含めた対応をしている。つまり、個別に対応できないよ
うな取引をカバーするということである。

中間決算について発表するソフトバンクグループの孫正義会⻑兼社⻑＝ 2 0 1 9年 1 1
⽉ 6⽇、東京都中央区

 G A A Rを導⼊している各国のアプローチは、⼤きく分けて、⽶国型と欧州（⼤
陸法）型の 2つがある。

 ⽶国では、その取引に経済実質（ e c o n o m i c  s u b s t a n c e）があるかどうかに
よりその取引の税務上の効果が判断される。経済実質（経済合理性）のある（経
済実質のある）取引かどうかについては、主観的要件と客観的要件という 2つの
基準が明確化されて判断される。

 ⼀⽅、欧州諸国の G A A Rは「法の濫⽤アプローチ」と呼ばれ、取引が法律の趣
旨・⽬的に反しているかどうかで判断される。欧州司法裁判所（ E C J）は、ハリ
ファックス事件・キャドベリー・シュウェブ事件（いずれも 2 0 0 6年）で、法の
濫⽤アプローチを確⽴しており、その成果を踏まえたものになっている。

 経済実質がない場合や濫⽤と判断された取引の税効果は否認されることにな
る。⽶国のアプローチと⼤陸法のアプローチは⼀⾒⼤きな相違があるようだが、
「コインの裏表」の論理であるといえよう。
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先⾏者だけが利益を享受するという不公平の解消を

 では、なぜわが国では導⼊されていないのだろうか。

 反対の論拠は、国税当局の権限を強化することになり、納税者の権利が抑制さ
れること、経済活動が委縮するなどのマイナスの影響が⽣じ、オーバーキルにな
りかねないという懸念である。

 しかし、経済取引が国際化・複雑化する中で、租税回避⾏為はわが国でも広が
りつつある。税をコストととらえる企業⾏動が⼀般的になる中、わが国の租税回
避に関する訴訟事例の増加が物語っているといえよう。最近でも、りそな銀⾏事
件（納税者敗訴）、 I B M事件（納税者勝訴）、ヤフー事件（納税者敗訴）、ユニ
バーサルミュージック事件（⼀審納税者勝訴）など、裁判例も増えている。

 しかしこれを放置すれば「先にやった企業が得をする」という納税モラルの問
題が⽣じる。国側が負けた事案では、その⽳を閉じる法改正が事後的に⾏われる
のが通例で、このような「いたちごっこ」が続けば先⾏者だけが利益を享受する
という不公平が⽣じてしまう。今回の S B Gはその⼀例だ。

スクリーンを使いながら９⽉中間決算について話すソフトバンクグループの孫正義
会⻑兼社⻑＝ 2 0 1 9年 1⽉ 6⽇、東京都中央区、

 そこで、包括的に租税回避に網をかぶせる G A A Rの導⼊が必要となるのだが、
税制当局の裁量範囲の拡⼤、国税権限の強化への懸念を払しょくするために、否
認できる取引の定義を可能な限り明確化し、⼿続き規定などのセーフガードやガ
イダンスの充実を図るなどの⼯夫が必要である。

 ⼀⽅、O E C Dは、義務的開⽰制度（M D R）の導⼊を各国に勧告している。これ
は、租税回避スキーム利⽤者やそれを提供する会計⼠・税理⼠などのプロモー
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ターが、税務当局にスキームを報告することを義務付ける制度で、⽶国、英国、
カナダなどで導⼊され租税回避のけん制に⼤きな役割を果たしている。平成 2 9年
度与党税制改正⼤綱に今後の検討と書かれており、ここから議論を始めていく必
要がある。

 憲法の定めるとおり、法令で包括的な否認の規定を明確にし、法的安定性と予
⾒可能性を確保することがグローバル時代の税制のあり⽅である。
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